
本セミナーは、企業の法務・知財部門のご責任者ならびに実務ご担当者を対象としています。個人のお客様や同業者（社内弁護士を除く）の方につきましては
ご参加をお断りしますので、予めご了承ください。応募多数の場合は抽選にて決定しますが、抽選の際は一社につき2名様までとさせていただきます。抽選結果につき
ましては、お申込時にご登録いただいたメールアドレスに、開催 1週間くらい前までにお送りします。
講演レジュメは、お一人様 1部、講演参加者にのみ配布いたします。万一ご欠席された場合はお渡しできません。

昨今、日本企業によるクロスボーダーM&Aのニュースを見ない日はありません。我が国における国内市場が縮小していく中、海外市場の開拓や、
国際競争における規模のメリットを追求するべく、海外の企業を買収する例が相次いでいます。もっとも、クロスボーダーM&Aの経験のある企業
であっても、買収に関する契約書の作成や交渉のポイントを適切に認識し、対策を立てているところは必ずしも多くありません。そこで、株式譲渡
契約と合弁契約を取り上げ、買い手である日本企業として留意すべき実務上のポイントについて、具体的事例を交えて説明します。

大江橋法律事務所 / ウエストロー・ジャパン/新日本法規出版 共催セミナー
「クロスボーダーM&Aにおける
  株式譲渡契約・合弁契約の作成・交渉のポイント」
講師　大江橋法律事務所　パートナー／弁護士・ニューヨーク州弁護士　関口 智弘　

日 時 ： 2015年 1 1月13日（金）　14：00～16：45（開場 13：30）

会 場 ： トムソン・ロイター　赤坂オフィス　セミナールーム　東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー30階 
　　　　　 http://www.biztower.net/access/img/access.pdf
申 込 先 ： webサイトよりお申し込みください。 http://www.westlawjapan.com/event/seminar/151113.html

定　  員： 50名  ※申込み多数の場合は、抽選の上、抽選結果をご登録のメールアドレスにお送りします。

参 加 費 ： 無料



ウエストロー・ジャパン株式会社は、新日本法規出版株式会社とトムソン・ロイターの合弁会社です。

ウエストロー・ジャパン株式会社
商品詳細：www.westlawjapan.com  お問い合せ：info@westlawjapan.com　0120-100-482（月～金9:00～18 :00）
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＊製品紹介については弊社担当者よりお話しいたします。
＊プログラム構成・内容は変更となる場合があります。予めご了承ください。

プログラム 

14：00～15：00 講演①　クロスボーダーM&Aにおける株式譲渡契約の作成・交渉のポイント

15：00～15：1 5 コーヒーブレイク

15：15～ 15：30 【製品紹介】WestlawNEXTで俯瞰する各種契約と書式
  海外の法制度や契約類型を俯瞰して把握するのは、なかなか難しいもの。しかし、前提を理解しないまま交渉に進むわけにも 
  いきません。弊社製品「WestlawNEXT」では、法律実務家向けの百科全書を収録。これにより、判例や法令を直接読んでもわから 
  ない各制度を概観できます。また、今回は書式（契約ひな型）についてもご紹介を致します。

15：30～16：30 講演②　クロスボーダーM&Aにおける合弁契約の作成・交渉のポイント

16：30～16：45 質疑応答

大江橋法律事務所
パートナー／弁護士・ニューヨーク州弁護士　関口 智弘（せきぐち のりひろ）

1994年早稲田大学法学部卒業、1997年弁護士登録、2003年University of Virginia School of Law卒業、2004年ニューヨーク州弁護士登録、

2011年東京弁護士会国際委員会委員。国内M&A、クロスボーダーM&A、プライベート・エクイティー、紛争解決、企業コンプライアンスなどを専門

とする。共著書に、『3つのステージで考えるアジア事業投資とコンプライアンス戦略』（中央経済社、2014年1月）他多数。

クロスボーダーM&Aの経験は、米国、ブラジル、台湾、香港、韓国、フィリピン、インド、インドネシア、マレーシア、イタリア、スペインなど。

主要実績として、中国信託銀行による東京スター銀行買収、シャープ・鴻海間の事業提携などがある。


